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論

説仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の

一
考
察

―
―
最
近
の
最
高
裁
判
決
を
素
材
と
し
て
―
―

渡

邊

　

　

拓

一　

序
論

仮
差
押
え
が
な
さ
れ
る
と
そ
の
被
保
全
債
権
に
つ
い
て
は
時
効
中
断
の
効
果
が
生
じ
る

（
一
四
七
条
二
号
）。
で
は
、
そ
の
中
断
の
効
果
は
い

つ
か
ら
発
生
し
、
い
つ
終
了
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
問
題
と
し
て
、
仮
差
押
え
の
後
に
本
執
行
が
後
続
し
、
そ
の
後
、
本
執

行
が
取
り
下
げ
、
あ
る
い
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
は
本
執
行
と
と
も
に
消
滅
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、

最
近
出
さ
れ
た
最
高
裁
判
決
を
素
材
と
し
て
、
こ
れ
ら
不
動
産
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
の
検
討

を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
ま
ず
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
に
関
す
る
判
例

。
学
説
の
展
開
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察

三
三
七
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五
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三

・
四
号

含
一〇
〇

一
年
）

二
　
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効

三
三
八

（
一
）

従
来
の
判
例

・
学
説

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
に
関
す
る
大
審
院
、
最
高
裁
の
判
決
例
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

【大
ｌ
①
】
大
審
院
明
治
三
七
年

一
月

一
六
日
判
決

（民
録

一
〇
輯

一
六
三
二
頁
）

仮
差
押
え
に
よ
っ
て
有
効
に
時
効
が
中
断
し
た
後
に
、　
一
審
判
決
の
仮
執
行
に
基
づ
き
、
仮
差
押
え
が
本
差
押
え
に
移
行
し
た
が
、
二
審
に
お

い
て
訴
え
が
却
下
さ
れ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
「仮
差
押
の
効
力
は
消
滅
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
共
効
力
は
当
然
本
差
押
に
移
る
べ
き
」

で
あ
る
と
し
て
、
訴
え
却
下
に
よ
り
本
差
押
え
の
効
力
が
消
滅
す
る
と
き
ま
で
時
効
の
中
断
効
は
継
続
す
る
と
判
示
し
た
。

【大
ｌ
②
】
大
審
院
昭
和
三
年
七
月
二

一
日
判
決

（民
集
七
巻
五
六
九
頁
）

不
動
産
の
仮
差
押
え
が
為
さ
れ
た
後
に
、
被
保
全
債
権
に
つ
い
て
、
本
執
行
に
必
要
な
債
務
名
義
が
取
得
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
「本
執
行

を
為
し
得
べ
き
債
務
名
義
を
生
ず
る
に
至
り
し
と
き
と
雖
、
既
に
為
し
た
る
仮
差
押
に
し
て
存
続
す
る
限
り
該
仮
差
押
に
因
る
時
効
中
断
は
依
然

と
し
て
存
続
す
る
」
と
判
示
し
た
。

【大
ｌ
③
】
大
審
院
昭
和
八
年

一
〇
月
二
八
日
判
決

（法
律
新
聞
三
六
六
四
号
七
頁
）

不
動
産
の
仮
差
押
え
の
後
そ
の
被
保
全
債
権
に
つ
い
て
債
務
名
義
を
取
得
し
本
執
行
に
ま
で
至
っ
た
事
案
に
お
い
て
、
「仮
差
押
処
分
に
依
り

中
断
し
た
る
時
効
は
其
の
執
行
継
続
中
時
効
の
進
行
を
開
始
せ
ざ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
」
な
い
と
判
示
し
た
。

【最
ｌ
①
】
最
高
裁
昭
和
五
九
年
三
月
九
日
判
決

（裁
判
集
民
事

一
四

一
号
二
人
七
頁
）

執
行
証
書
に
よ
る
債
権
を
保
全
す
る
た
め
に
不
動
産
の
仮
差
押
え
が
為
さ
れ
、
そ
の
後
、
仮
差
押
不
動
産
が
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
。
新
所
有

者
の
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
当
該
不
動
産
の
強
制
競
売
が
行
わ
れ
、
競
落
さ
れ
た
。
競
落
を
原
因
と
し
て
仮
差
押
え
の
登
記
も
抹
消
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
案
の
も
と
で
、
「仮
差
押
に
よ
る
時
効
中
断
の
効
力
は
、
右
仮
差
押
の
登
記
が
抹
消
さ
れ
た
と
き
ま
で
続
い
て
い
た
」
と
判
示
し



た
。【最

ｌ
②
】
最
高
裁
平
成
六
年
六
月
二
一
日
判
決

（民
集
四
人
巻
四
号

一
一
〇

一
頁
）

連
帯
保
証
債
権
を
保
全
す
る
た
め
に
仮
差
押
え
が
為
さ
れ
た
が
、
仮
差
押
解
放
金
が
供
託
さ
れ
た
た
め
仮
差
押
執
行
が
取
り
消
さ
れ
た
と
い
う

事
案
に
お
い
て
、
仮
差
押
え
の
執
行
保
全
の
効
力
は
供
託
金
取
戻
請
求
権
の
上
に
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
「仮
差
押
え
に
よ
る
時

効
中
断
の
効
力
は
、
仮
差
押
解
放
金
の
供
託
に
よ
っ
て
仮
差
押
執
行
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
な
お
継
続
す
る
」
と
判
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
判
例
は
、
大
審
院
以
来

一
貫
し
て
、
仮
差
押
え
の
存
在
す
る
限
り
時
効
中
断
効
は
継
続
す
る
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
き
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
学
説
に
お
い
て
は
、
仮
差
押
手
続
の
終
了
に
よ
っ
て
も
時
効
中
断
効
は
終
了
し
な
い
が
、
後
に
確
定
判
決
を

も
っ
て
債
権
が
確
定
さ
れ
れ
ば
そ
こ
か
ら
時
効
が
再
進
行
す
る
と
の
吸
収
説
が
、
【大
ｌ
②
】
判
決
に
対
す
る
宮
崎
評
釈
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た

（臓〔』』“げ」い」げ闘翻町に脚雄割つぇ̈
嘲商¶障”鋤［「】嘲れない「嘲け畔］］商榊い赫いはい様薇朔た（る蔵一跡康罐

紳Ｌ
縛
侮
阿
餅
鱚
嘲
一醐非っ糀
赫
腸
懇
弄
馳
蜘
憂
刺
哺
稀
ゴ
紀
牌
詢
鰤
縣
珈
編

期
を
執
行
保
全
効
と
同

一
に
解
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
、
仮
差
押
え
は
暫
定
的
な
手
段
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
差
押
え
の
登
記
が
残
っ

て
い
る
だ
け
で
半
永
久
的
に
時
効
が
中
断
し
続
け
る
こ
と
は
、
確
定
判
決
を
得
た
場
合
で
す
ら
そ
の
後
は
時
効
は
再
進
行
す
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン

ー

す
‥

‥

言

す
彙

級
審
判
決
損

メ

町

絣

烙

縛

脚

艶

轟

稗

鞠

峠

号
七
九
頁
）
が
非
継
続
説
を
採
用
し
、
こ
れ
以
後
、
継
続
説
に
立
つ
判
¨

揺
し
た
。

こ
こ
に
い
た
り
、
再
び
最
高
裁
に
よ
る
判
例
の
統

一
が
待
た
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
平
成

一
〇
年

一
一
月
二
四
日
に
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
た
。

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
一三
二
九
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三
・
四
号
含
一〇
〇
一
年
）

次
に
、
こ
の
平
成

一
〇
年
判
決
を
事
実
関
係
も
含
め
て
や
や
詳
細
に
見
て
い
こ
う
。

三
四
〇

（
二
）

平
成

一
〇
年
判
決

最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
成

一
〇
年

一
一
月
二
四
日
判
決

（民
集
五
二
巻
八
号

一
七
三
七（鷲
）

【事
実
関
係
】

昭
和
四
八
年

一
月

一
〇
日
か
ら
四
八
年
六
月
五
日
に
か
け
て
、
上
告
人
Ｙ
の
夫
Ａ
は
、
被
上
告
人
Ｘ
に
対
し
、
五
回
に
わ
た
り
、
合
計
二
七
五

〇
万
円
を
貸
し
渡
し
た
。
弁
済
期
は
、
内
金

一
〇
〇
〇
万
円
に
つ
き
昭
和
五
〇
年
四
月
末
日
、
内
金

一
七
五
〇
万
円
に
つ
き
昭
和
五

一
年
四
月
末

日
で
あ
つ
た
。
昭
和
五

一
年

一
一
月
二
二
日
に
Ａ
は
、
右
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
く
債
権

（以
下

「本
件
貸
金
債
権
し

の
内
金

一
〇
〇
〇

万
円
を
被
保
全
債
権
と
し
て
、
Ｘ
所
有
の
甲
、
乙

（三
重
県
の
山
林
）、
丙

（岐
阜
県
の
保
安
林
）
と
、
丁
、
戊

（金
沢
市
の
宅
地

。
家
屋
の
う

ち
Ｘ
の
持
分
三
分
の

一
）
の
各
不
動
産
に
対
す
る
仮
差
押
命
令

（以
下

「本
件
仮
差
押
え
し

を
得
、
昭
和
五

一
年

一
一
月
二
五
日
に
仮
差
押
え

の
登
記
を
了
し
た
。
昭
和
五
四
年
に
Ａ
は
Ｘ
に
対
し
、
本
件
貸
金
債
権
に
つ
い
て
支
払
を
求
め
る
本
案
訴
訟
を
京
都
地
裁
に
提
起
し
、
昭
和
五
五

年
三
月

一
人
日
に
Ａ
の
請
求
ど
お
り
、
二
七
五
〇
万
円
及
び
年
三
割
の
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
命
じ
る
判
決
が
言
い
渡
さ
れ

（以
下

「本
件
判

決
し
、
同
年
四
月
三
日
こ
ろ
、
本
件
判
決
は
確
定
し（理
。
昭
和
五
五
年

一
〇
月
に
Ａ
の
申
立
に
よ
り
、
甲
及
び
乙
各
不
動
産
に
つ
い
て
、
本
件
判

決
を
債
務
名
義
と
し
て
、
強
制
競
売
手
続
開
始
し
、
昭
和
五
七
年

一
〇
月

一
四
日
に
Ａ
が
配
当
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
競
売
手
続
は
終
了
し（赳
。

丙
、
丁
、
戊
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
仮
差
押
え
の
登
記
が
残
存
し
て
お
り
、
本
件
仮
差
押
命
令
の
執
行
保
全
の
効
力
が
消
滅
し
た
事
実
は
な（祀
。

平
成
六
年

一
月

一
一
日
に
Ｘ
は
本
件
訴
訟

（本
件
貸
金
債
務
不
存
在
確
認
の
訴
え
）
を
提
起
し
、
消
滅
時
効
を
援
用
し
た
。

原
審
は
、
不
動
産
仮
差
押
に
よ
る
時
効
の
中
断
効
は
、
不
動
産
仮
差
押
の
執
行
手
続
き
が
終
了
し
た
と
き
消
滅
す
る
。
仮
に
そ
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
仮
差
押
後
そ
の
被
保
全
債
権
に
つ
い
て
裁
判
上
の
請
求
が
な
さ
れ
、
そ
の
勝
訴
判
決
が
確
定
し
た
と
き
に
は
、
仮
差
押
え

に
よ
る
時
効
中
断
の
効
力
は
こ
の
確
定
判
決
の
時
効
中
断
効
に
吸
収
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。



【判
旨
】

仮
差
押
え
に
よ
る
時
効
中
断
の
効
力
は
、
仮
差
押
え
の
執
行
保
全
の
効
力
が
存
続
す
る
間
は
継
続
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る

（最
判
昭

和
五
九
年
三
月
九
日
裁
集
民

一
四

一
号
二
八
七
頁
、
最
判
平
成
六
年
六
月
二

一
日
民
集
四
八
巻
四
号

一
一
〇

一
頁
参
照
）。
け
だ
し
、
民
法

一
四

七
条
が
仮
差
押
え
を
時
効
中
断
事
由
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
り
債
権
者
が
、
権
利
の
行
使
を
し
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
と
こ
ろ
、
仮
差

押
え
の
執
行
保
全
の
効
力
が
存
続
す
る
間
は
仮
差
押
債
権
者
に
よ
る
権
利
の
行
使
が
継
続
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に

解
し
た
と
し
て
も
、
債
務
者
は
、
本
案
の
起
訴
命
令
や
事
情
変
更
に
よ
る
仮
差
押
命
令
の
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
債
務

者
に
と

っ
て
酷
な
結
果
に
な
る
と
も
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
民
法

一
四
七
条
が
、
仮
差
押
え
と
裁
判
上
の
請
求
を
別
個
の
時
効
中
断
事
由
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
仮
差
押
え
の
被

保
全
債
権
に
つ
き
本
案
の
勝
訴
判
決
が
確
定
し
た
と
し
て
も
、
仮
差
押
え
に
よ
る
時
効
中
断
の
効
力
が
こ
れ
に
吸
収
さ
れ
て
消
滅
す
る
も
の
と
は

解
し
え
な
い
。

（
三
）

平
成

一
〇
年
判
決
の
判
断
枠
組
み

本
件
の
事
案
は
、
純
粋
な
仮
差
押
放
置
事
例
で
は
な
く
、
被
保
全
債
権
に
つ
い
て
本
案
判
決
が
出
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

一
部
の
仮
差
押
不
動

産
に
つ
い
て
は
本
執
行
も
終
了
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
案
の
も
と
で
最
高
裁
は
、
先
例
で
あ
る

【最
ｌ
①
】
【最
―

②
】
判
決
を
踏
襲
し
、
本
執
行
に
移
行
し
な
か
っ
た
不
動
産
上
に
残
さ
れ
た
仮
差
押
え
の
執
行
保
全
効
に
基
づ
い
て
、
被
保
全
債
権
の
時
効
中
断

効
は
い
ま
だ
継
続
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
判
断
を
支
え
る
積
極
的
な
理
由
と
し
て
は
、
仮
差
押
え
の
執
行
保
全
の
効
力
が
存
続
す
る
間
は

権
利
の
行
使
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
消
極
的
な
理
由
付
け
と
し
て
は
、
時
効
中
断
効
が
継
続
す
る
と
解
し
て
も
、
債
務
者
は
、
本
案
の

起
訴
命
令
や
事
情
変
更
に
よ
る
仮
差
押
え
の
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
特
に
酷
な
結
果
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
。

し
か
し
、
原
審
は
、
理
由
中
で
本
案
判
決
の
勝
訴
確
定
に
よ
り
仮
差
押
え
の
中
断
効
が
本
案
判
決
に
吸
収
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
吸
収

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
一
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説
の
成
否
に
つ
い
て
も
最
高
裁
は
応
接
す
る
必
要
が
あ
り
、
要
旨
第
二
に
お
い
て
、
明
確
に
吸
収
説
を
否
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）

平
成

一
〇
年
判
決
の
意
義
と
そ
の
射
程

で
は
、
こ
の
平
成

一
〇
年
判
決
に
よ
つ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
と
、
残
さ
れ
た
問
題
点
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

０
　
平
成

一
〇
年
判
決
は
大
審
院
以
来
前
提
と
し
て
い
た
継
続
説
に
立
つ
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
点
に
そ
の
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
点
は
既
に
、
平
成

一
〇
年
判
決
も
先
例
と
し
て
挙
げ
る

【最
ｌ
①
】
【最
ｌ
②
】
判
決
に
よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
【最
―

①
】
判
決
は
、
本
執
行
移
行
前
の
新
所
有
者
に
対
す
る
競
売
に
よ
る
仮
差
押
登
記
の
抹
消
、
【最
ｌ
②
】
判
決
も
仮
差
押
解
放
金
の
供
託
に
よ
る

仮
差
押
え
の
取
消
と
い
う
や
や
特
殊
な
事
案
の
も
と
で
の
判
決
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
件
の
よ
う
に
、
本
案
判
決
が
出
さ
れ
、
不
動
産
の

一
部
に
つ
い
て
は
既
に
本
執
行
も
終
了
し
て
い
る
と
い
う
事
案
の
も
と
で
、
最
高
裁
が
継
続
説
に
立
つ
こ
と
を
宣
言
し
た
意
義
は
大
き
い
と
い
え

（‐３
）

２
０
。さ

ら
に
、
平
成

一
〇
年
判
決
は
、
「仮
差
押
え
の
執
行
保
全
の
効
力
が
存
続
す
る
間
は
仮
差
押
債
権
者
に
よ
る
権
利
の
行
使
が
継
続
す
る
」
と

述
べ
て
、
時
効
中
断
効
の
効
力
は
仮
差
押
え
の
執
行
保
全
効
と
運
命
を
共
に
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
し
か
し
、
時
効
中
断
の
効
力
発
生
時
期

に
つ
い
て
は
、
平
成

一
〇
年
判
決
の
射
程
は
お
よ
ん
で
お
ら
ず
、
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

②
　
債
務
者
側
の
対
抗
手
段
と
し
て
、
本
案
の
起
訴
命
令
、
事
情
変
更
に
よ
る
保
全
取
消
の
申
立
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
点
に
も
意

義
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
効
性
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
（
濯
。

０
　
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
が
そ
の
後
の
本
案
判
決
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
前
掲
の

【大
ｌ
②
】
判
決
の
立

場
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
点
も
平
成

一
〇
年
判
決
の
意
義
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
判
旨
の
前
半
部
分
に
お
い
て
仮
差
押
え

の
執
行
保
全
効
と
時
効
中
断
効
を
密
接
不
可
分
の
関
係
に
結
び
つ
け
た
こ
と
か
ら
す
る
と
当
然
の
帰
結
と
い
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
仮
差
押
え
の

時
効
中
断
効
が
単
独
で
本
案
判
決
の
時
効
中
断
効
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
も
と
よ
り
、
本
差
押
の
時
効
中
断
効
に
も
吸
収
さ
れ
る
こ
と



は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
仮
差
押
え
の
効
力
の
本
執
行
へ
の
移
行
の
問
題
は
、
時
効
中
断
効
の
吸
収
の
問
題
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
仮
差
押
え
が
本
執

行
に
移
行
後
、
本
執
行
が
取
り
消
し
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
場
蛤
の
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
の
存
否
に
つ
い
て
は
平
成

一
〇
年
判
決
の
射
程
は
お

よ
ん
で
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。

（
五
）

平
成

一
〇
年
判
決
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
問
題
の
検
討

畔
鵠
謁
絆
鑽
覇
間程
１
ギ
著
曇
亀

平成一〇年判決は、時効の中断効の消滅に関しては、執行保全効の終了時と解している。一つの考え方としては、時効中

剣痢”務興け回はっい辞』印は】［“嘲猜嘲性動〕同”け秘則は肘』は秘いれ̈
詢議げ″い”一裁〓動時醐裁「執行保全効

し
か
し
な
が
ら
平
成

一
〇
年
判
決
は
、
執
行
保
全
効
が
存
続
す
る
間
は
時
効
中
断
効
も
継
続
す
る
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
で
、
発
生
時

期
に
つ
い
て
執
行
保
全
効
と
時
効
中
断
効
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
と
い
え
る
。
抵
当
不
動
産
の
競
売
の
た
め
の
差
押
え

に
つ
い
て
は
、
既
に

【大
ｌ
④
】
大
審
院
昭
和

一
三
年
六
月
二
七
日
決
定

（民
集

一
七
巻

一
三
二
四
頁
）
が
、
「債
権
者
が
競
売
申
立
を
為
し
た

る
時
は
即
ち
債
権
者
に
於
て
其
の
権
利
の
行
使
に
着
手
し
た
る
時
な
り
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
と
し
て
、
競
売
申
立
時
を
中
断
の
効
力
発
生

時
と
し
て
ほ
が
。
仮
差
押
え
に
つ
い
て
は
、
下
級
審
判
決
で
は
あ
る
が
、
【下
ｌ
②
】
札
幌
高
裁
昭
和
三

一
年
七
月
九
日
判
決

（高
民
集
九
巻
六

号
四

一
七
頁
）
が
、
「も
し
仮
差
押
に
よ
る
時
効
中
断
の
時
期
を
も

っ
て
そ
の
執
行
が
あ
っ
た
時
と
解
す
る
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
、
ま
た
は
、

執
行
機
関
の
手
続
の
遅
速
に
よ
っ
て
、
債
権
者
を
し
て
不
測
の
結
果
を
招
か
し
め
、
権
利
保
護
に
欠
く
る
と

（
こ
喝
「
ぁ
る
」
等
の
理
由
か
ら
、

「仮
差
押
の
申
請
、
即
ち
そ
の
申
請
書
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
と
き
に
時
効
中
断
の
効
力
が
生
じ
」
る
と
し
て
い
る
。

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
三
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以
上
の
よ
う
に
、
判
例
お
よ
び
学
説
上
は
、
申
立
時
を
時
効
中
断
の
効
力
発
生
時
期
と
解
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
と
い
え（♂
。

②
　
保
全
取
消
の
実
効
性

平
成

一
〇
年
判
決
は
、
継
続
説
を
支
え
る
消
極
的
理
由
と
し
て
、
債
務
者
は
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
本
案
の
起
訴
命

令
、
事
情
変
更
に
よ
る
保
全
取
消
な
ど
の
対
抗
手
段
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
で
は
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
手
段
は
有
効
に
働

く
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
ｉ
）
本
案
の
起
訴
命
令

（民
事
保
全
法
三
七
条
）

保
全
命
令
は
、
債
務
名
義
の
取
得
に
時
間
を
要
す
る
た
め
権
利
の
実
現
が
著
し
く
困
難
に
な
り
、
ま
た
は
急
迫
な
危
険
が
生
ず
る
こ
と
を
防
ぐ

た
め
に
認
め
ら
れ
る
暫
定
的

・
仮
定
的
な
権
利
保
全
制
度
で
あ
り
、
当
然
に
保
全
命
令
に
続
い
て
本
案
訴
訟
等
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
債
権
者
が

こ
の
よ
う
な
本
案
訴
訟
の
提
起
を
怠
れ
ば
、
債
務
者
は
不
動
的
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
債
権
者
も
本
来
直
ち
に
本
案
訴
訟
の

提
起
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
を
怠
る
こ
と
は
権
利
の
実
現
の
意
思
を
欠
く
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
や
む
を
得
な（祀
。
以

上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
民
事
保
全
法
三
七
条

一
項
に

「保
全
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
は
、
債
務
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
債
権
者
に
対
し
、
相
当

と
認
め
る

一
定
の
期
間
内
に
、
本
案
の
訴
え
を
提
起
す
る
と
と
も
に
そ
の
提
起
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
、
既
に
本
案
の
訴
え
を
提
起
し
て
い
る

と
き
は
そ
の
係
属
を
証
す
る
書
面
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
が
置
か
れ
た
。
債
権
者
が
こ
の
命
令
に
従
わ
な

け
れ
ば
、
「裁
判
所
は
、
債
務
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
保
全
命
令
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
本
案
の
起
訴
命
令
の
申
立
て
は
、
保

全
命
令
の
成
立
の
後
、
そ
れ
が
存
続
す
る
間
は
い
つ
で
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
所
は
原
則
と
し
て
、
申
立
て
の
形
式
的
な
適
否
の
み
を

（
２２
）

審
査
す
れ
ば
足
り
、
命
じ
ら
れ
る
本
案
訴
訟
に
お
け
る
勝
訴
の
見
込
み
の
有
無
は
問
題
と
さ
れ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
五
）
事
情
変
更
に
よ
る
保
全
取
消
し

（民
事
保
全
法
三
八
条
）

保
全
命
令
は
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
事
情
に
変
更
が
生
じ
て
も
当
然
に
そ
の
効
力
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
発
令
後
に
被
保
全
権
利
や

保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
事
情
が
変
わ
っ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
の
申
立
て
に
よ
り
命
令
を
簡
易
迅
速
な
手
続
で
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う



設
け
ら
れ
た
制
度
が
事
情
変
更
に
よ
る
保
全
取
消
で
ぁ
だ
。

０
学
説

通
説
は
、
保
全
の
必
要
性
に
関
す
る
事
情
変
更
の
一
つ
と
し
て
、
債
務
者
が
即
時
無
条
件
の
債
務
名
義
を
得
た
に
も
関
わ
ら
ず
長
期
間
本
執
行

を
行
わ
な
い
場
合
を
挙
に
認
。
こ
れ
に
対
し
、
本
執
行
の
無
剰
余
に
よ
る
取
り
消
し
、
取
り
下
げ
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
債
権
者
は
仮
差

押
え
の
効
力
の
み
を
維
持
し
た
ま
ま
競
売
の
機
会
を
う
か
が
う
と
い
う
利
益
は
認
め
ら
れ
、
未
だ
保
全
の
必
要
性
は
消
滅
し
て
い
な
い
と
し
て
、

（
２５
）

事
情
変
更
を
認
め
る
こ
と
に
は
慎
重
な
態
度
を
と
る
説
も
あ
る
。

０
判
例

【大
ｌ
⑤
】
大
審
院
昭
和

一
〇
年
五
月
七
日
判
決

（民
集

一
四
巻
九
号
八

一
七
頁
）

債
権
者
が
債
務
者
所
有
の
不
動
産
に
仮
差
押
え
を
為
し
た
後
、
本
案
の
起
訴
命
令
に
基
づ
き
本
案
訴
訟
を
提
起
し
、
こ
れ
に
勝
訴
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
即
時
に
強
制
執
行
が
可
能
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
、
債
務
者
か
ら
事
情
変
更
に
よ
る
仮
差
押
命
令
の

取
消
が
申
し
立
て
ら
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
「判
決
の
確
定
は
未
だ
以
て
当
然
に
本
件
仮
差
押
命
令
自
体
若
く
は
そ
の
執
行
を

取
消
す
理
由
足
ら
ざ
る
は
勿
論
」
と
述
べ
、
事
情
変
更
に
よ
る
取
消
を
認
め
な
か
っ
た
。

【下
ｌ
③
】
名
古
屋
地
裁
昭
和
四
八
年
六
月
七
日
判
決

（判
時
七

一
七
号
七
二
頁
）

仮
差
押
債
権
者
勝
訴
の
判
決
確
定
の
後
、
本
執
行
が
二
年
八
ケ
月
経

っ
て
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
「債
権
者
が
本
執
行

の
申
立
て
を
し
な
い
場
合
に
は
、
漫
然
と
放
置
し
て
い
る
場
合
の
ほ
か
、
執
行
申
し
立
て
の
障
害
と
な
る
事
情
が
存
し
、
執
行
申
立
て
を
な
し
え

な
い
場
合
も
あ
り
、
後
者
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
保
全
の
必
要
性
の
継
続
が
認
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
本
件
に
お
い

て
は
、
債
務
者
の
死
亡
、
債
務
者
の
一
般
承
継
人
の
相
続
放
棄
な
ど
、
本
執
行
の
進
捗
を
妨
げ
る
事
態
が
生
じ
て
お
り
、
保
全
の
必
要
性
は
消
滅

し
て
い
な
い
と
し
て
事
情
変
更
に
よ
る
取
消
を
否
定
し
た
。

【下
ｌ
④
】
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
三
年
五
月
二
七
日
判
決

（判
夕
七
七
七
号
二

一
五
頁
）

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
五
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一二
四
六

債
権
者
が
手
形
債
権
を
被
保
全
債
権
と
し
て
不
動
産
に
仮
差
押
え
を
し
た
後
、
債
務
名
義
を
得
た
が
、
そ
の
後
も
本
執
行
を
行
わ
な
か
っ
た
と

い
う
事
案
に
お
い
て
、
「仮
差
押
決
定
を
受
け
た
後
、
本
案
訴
訟
で
勝
訴
し
、
こ
れ
が
確
定
し
、
債
務
名
義
を
取
得
し
た
と
き
に
は
、
執
行
停
止

決
定
等
の
執
行
障
害
が
あ
る
特
段
の
場
合
を
除
い
て
」
…

「原
則
と
し
て
保
全
の
必
要
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
さ

ら
に
、
同
じ
不
動
産
に
つ
い
て
訴
外
会
社
が
競
売
申
し
立
て
を
し
た
が
無
剰
余
で
取
り
消
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「仮
差
押

の
状
態
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
時
効
の
中
断
状
態
を
維
持
し
な
が
ら
、
債
務
者
の
資
力
の
回
復
を
待
つ
よ
う
な
措
置
は
、
本
来
保
全
処
分
の

目
的
外
の
こ
と
で
あ
り
、
強
制
的
な
権
利
実
現
手
続
き
は
、
そ
れ
が
可
能
な
と
き
は
、
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
が
債
務
者
に
と
っ
て
も
利
益
で

あ
っ
て
、
配
当
金
の
増
加
を
企
図
し
て
待
つ
と
い
っ
た
不
確
定
な
事
情
は
、
本
執
行
を
妨
げ
る
理
由
と
は
到
底
言
い
難
い
」
と
述
べ
る
。
以
上
の

理
由
か
ら
、
無
剰
余
取
消
は
執
行
障
碍
事
由
に
あ
た
ら
ず
、
本
件
仮
差
押
決
定
は
保
全
の
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
事
情
変
更
に
よ
る
仮

差
押
命
令
の
取
消
を
認
め
た
。

【下
ｌ
⑤
】
大
阪
高
裁
平
成

一
一
年
七
月

一
五
日
決
定

（金
法

一
五
六
四
号
七

一
頁
）

債
権
者
が
、
連
帯
保
証
債
権
を
被
保
全
債
権
と
し
て
連
帯
保
証
人
所
有
の
不
動
産
に
仮
差
押
え
を
為
し
、
そ
の
後
、
債
務
名
義
を
取
得
し
競
売

を
開
始
し
た
が
、
無
剰
余
で
取
り
消
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
帯
保
証
人
が
保
全
の
必
要
性
を
欠
く
と
し
て
事
情
変
更
に
よ
る
仮
差
押
決
定

の
取
消
を
申
し
立
て
た
。
以
上
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
ま
ず
、
「被
保
全
権
利
に
つ
い
て
の
勝
訴
判
決
を
債
務
名
義
と
し
て
仮
差
押
の
目
的

不
動
産
に
対
し
、
強
制
競
売
手
続
き

（本
執
行
）
が
開
始
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
当
然
に
仮
差
押
の
効
力
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

本
執
行
の
効
力
と
併
存
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
述
べ
、
仮
差
押
え
の
本
執
行
へ
の
移
行
の
問
題
に
つ
い
て
は
併
存
説
に
立
つ
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
、
「本
執
行
が
無
剰
余
取
消
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
将
来
的
に
被
保
全
権
利
が
満
足
さ
れ
る
可
能
性
が
残

さ
れ
て
い
る
以
上
、
仮
差
押
を
継
続
す
る
必
要
性
は

一
概
に
否
定
で
き
ず
、
本
執
行
が
無
剰
余
取
消
と
な
っ
た
こ
と
の
み
か
ら
直
ち
に
保
全
の
必

要
性
が
消
滅
し
た
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
事
情
変
更
に
よ
る
仮
差
押
決
定
の
取
消
を
認
め
な
か
っ
た
。



０
検
討

以
上
の
よ
う
に
、
通
説
を
前
提
と
す
れ
ば
、
不
動
産
に
仮
差
押
え
の
み
が
為
さ
れ
、
放
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
ま
ず

本
案
の
起
訴
命
令
を
得
て
、
債
権
者
が
そ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
保
全
処
分
取
り
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
差
押
債
権
者
が

起
訴
命
令
に
従
い
債
務
名
義
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
債
務
名
義
を
既
に
得
て
い
た
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
差
押
え
の
ま
ま

長
年
放
置
す
る
場
合
に
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
事
情
変
更
に
よ
る
仮
差
押
命
令
の
取
り
消
し
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し

【大
ｌ
⑤
】
判
決
や
学
説

の
一
部
の
よ
う
に
、
債
務
名
義
取
得
後
、
本
執
行
を
行
わ
な
い
こ
と
が
当
然
に
事
情
変
更
に
あ
た
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
説
も
存
在
す
る
。
さ

ら
に
、
【下
ｌ
⑤
】
決
定
の
よ
う
に
、
無
剰
余
で
競
売
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
で
あ

っ
て
も
保
全
の
必
要
性
は
依
然
と
し
て
消
滅
し
て
お
ら
ず
事

情
変
更
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
も
の
も
存
在
し
、
事
情
変
更
に
よ
る
保
全
取
り
消
し
が
仮
差
押
え
の
放
置
事
例
の
場
合
に
も
有
効
に
働
く
か
ど

う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
特
に
平
成

一
〇
年
判
決
の
事
案
は
、
完
全
な
仮
差
押
放
置
事
例
で
は
な
く
、
仮
差
押
え
不
動
産
の
う
ち

一
部
は
本
執
行

が
終
了
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
債
権
者
の
側
が
全
く
競
売
の
努
力
も
し
て
い
な
い
と
は
い
え
ず
、
残
り
の
不
動
産
に
つ
い
て
は
競
売
の
時
期
を

待

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
全
の
必
要
性
が
消
滅
し
た
と
し
て
、
事
情
変
更
に
よ
る
取
り
消
し
が
可
能
か
ど
う
か
は
微
妙
で

あ
る
。

結
局
、
問
題
の
焦
点
は
、
無
剰
余
取
消
が
執
行
障
碍
事
由
に
あ
た
る
か
ど
う
か
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
【下
ｌ
④
】
判
決
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
「時
効
の
中
断
状
態
を
維
持
し
な
が
ら
、
債
務
者
の
資
力
の
回
復
を
待
つ
」
こ
と
は
保
全
の
必
要
性
に
あ
た
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に

あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
時
効
を
中
断
す
る
と
い
う
利
益
も
仮
差
押
え
の
保
全
目
的
と
し
て
正
面
か
ら
認
め
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ

の
点
に
関
し
て
は
、
平
成

一
〇
年
判
決
が
、
仮
差
押
え
に
継
続
的
か
つ
強
力
な
時
効
中
断
効
を
与
え
る

一
方
で
、
債
務
者
側
の
対
抗
手
段
と
し
て
、

事
情
変
更
に
よ
る
保
全
取
消
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
が
鍵
と
な
る
。
時
効
を
継
続
的
に
中
断
し
て
お
く
と
い
う
債
権

者
側
の
利
益
を
保
全
の
必
要
性
に
合
め
る
こ
と
は
、
仮
差
押
え
を
時
効
中
断
の
手
段
と
し
て
用
い
る
債
権
者
に
は
常
に
保
全
の
必
要
性
が
存
在
す

る
こ
と
に
な
り
、
お
よ
そ
事
情
変
更
に
よ
る
保
全
取
消
は
実
効
性
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
事
情
変
更
に
よ
る
保
全
取
消

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
七
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制
度
を
債
務
者
側
の
仮
差
押
債
権
者
に
対
す
る
対
抗
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
た
平
成

一
〇
年
判
決
の
意
味
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
中
田

・
重
判
平
成

一
〇
年
度
六
二
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「事
情
変
更
に
よ
る
取
消
を
含
む
諸
方
法
が
現
実
に
は
機
能
し
な
い
の

な
ら
継
続
説
は
説
得
力
を
失
う
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
面
）
仮
差
押
命
令
の
取
消
と
時
効
中
断
効

本
案
の
訴
え
の
不
提
起
、
あ
る
い
は
事
情
変
更
に
よ
り
仮
差
押
命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
、
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
が
民
法

一
五
四
条

に
よ
り
遡
及
消
滅
す
る
か
ど
う
か
は

一
個
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
廣
渡

・
銀
法
五
三
六
号

一
九
頁
は
、
両
者
と
も
法
律
上
の
障
碍
事
由

と
し
て
民
法

一
五
四
条
の

「取
消
」
に
あ
た
り
、
時
効
中
断
効
は
遡
及
消
滅
す
る
と
す
る
。

確
か
に
、
本
案
の
訴
え
の
不
提
起
に
よ
る
取
消
の
場
合
は
、
仮
差
押
債
権
者
が
裁
判
所
の
発
し
た
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
仮
差
押

命
令
が
取
り
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
民
法

一
五
四
条
の

「法
律
の
規
定
に
従
は
ざ
る
に
因
り
て
取
消
さ
れ
た
」
と
い
つ
こ
と
が
で
き
、

時
効
中
断
効
も
遡
及
消
滅
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
債
務
名
義
を
得
た
後
、
長
期
間
に
渡
っ

て
本
執
行
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
の
事
情
変
更
に
よ
る
取
消
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
を
要
す
る
。
即
ち
、
仮
差
押
え
の
状
態
で
漫
然
と
放
置
し
て

い
た
の
で
は
な
く
、
単
に
競
売
の
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
場
合
な
ど
に
、
事
情
変
更
に
よ
り
保
全
命
令
が
取
り
消
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ば
外
在

的
な
事
情
か
ら
保
全
の
必
要
性
が
消
滅
し
た
と
裁
判
所
か
ら
判
断
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
仮
差
押
債
権
者
自
ら
権
利
を
放
棄
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

ま
た
法
律
の
規
定
に
従
わ
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
後
述
の
、
競
売
の
無
剰
余
取
消
の
場
合
に
比
し
て
、

事
情
変
更
に
よ
る
取
消
も
、
法
律
上
の
障
碍
事
由
で
は
な
く
事
実
上
の
障
碍
事
由
に
あ
た
る
。
よ
っ
て
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
は
遡
及
消
滅
せ

（
２６
）

ず
、
取
消
決
定
か
ら
新
た
に
時
効
の
進
行
が
開
始
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

０
　
本
執
行

へ
の
移
行

本
件
に
お
い
て
、
甲

。
乙

・
丙

・
丁

・
戊
各
不
動
産
が
す
べ
て
本
執
行
に
移
行
し
た
場
合
に
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
本
執
行
が
配
当
に
ま
で
至

れ
ば
当
然
仮
差
押
え
の
執
行
保
全
の
効
力
も
そ
の
役
割
を
終
え
、
消
滅
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
、
本
執
行
が
途
中
で
取
り
消
さ
れ



た
り
、
取
り
下
げ
ら
れ
た
り
し
た
場
合
に
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
の
問
題
の
前
提
と
し
て
、
本
執
行
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
取
り
消
さ

れ
た
場
合
の
時
効
中
断
効
の
消
長
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

で
は
、
次
に
競
売
の
取
り
下
げ
と
時
効
中
断
効
の
遡
及
消
滅
が
問
題
と
な
っ
た
最
近
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
平
成

一
一
年
判
決
に
つ
い
て
事
実

関
係
も
含
め
て
や
や
詳
細
に
見
て
い
こ
う
。

〓
一　
競
売
の
取
り
下
げ

・
取
り
消
し
と
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効

（
一
）

平
成

一
一
年
判
決

（
２７
）

最
高
裁
第

一
小
法
廷
平
成

一
一
年
九
月
九
日
判
決

（判
時

一
六
人
九
号
七
四
頁
）

【事
実
関
係
】

昭
和
五
七
年
七
月
二
三
日
、
Ｘ
は
Ｙ
銀
行
と
の
間
で
、
Ａ
運
送
会
社
の
Ｙ
銀
行
に
対
す
る
債
務
に
つ
い
て
、
極
度
額
五
〇
〇
万
円
の
連
帯
保
証

契
約
を
締
結
し
た

（以
下

「本
件
連
帯
保
証
契
約
し
。
昭
和
五
八
年
五
月
二
七
日
、
Ｘ
は
Ｙ
銀
行
と
の
間
で
、
Ｘ
所
有
の
本
件
土
地
に
、
極
度
額

一
五
〇
〇
万
円
、
債
権
の
範
囲
を
相
互
銀
行
取
引
、
手
形
債
権
、
小
切
手
債
権
、
債
務
者
を
Ａ
運
送
会
社
と
す
る
根
抵
当
権
設
定
契
約
を
締
結
し
、

そ
の
旨
の
登
記
を
経
由
し
た

（以
下

「本
件
根
抵
当
権
し
。
昭
和
五
九
年
四
月
二
八
日
、
Ｙ
銀
行
は
Ａ
運
送
会
社
に
対
し
、
証
書
貸
付
の
方
法
に

よ
り
、
三
三
〇
〇
万
円
を
貸
し
付
け
た
。
昭
和
六

一
年
四
月
五
日
に
Ａ
運
送
会
社
は
破
産
宣
告
を
受
け
、
本
件
根
抵
当
権
の
担
保
す
べ
き
元
本
が

確
定
し
た
。
翌
昭
和
六
二
年
五
月
に
Ｙ
銀
行
は
、
本
件
貸
金
債
権
等
を
請
求
債
権
と
し
て
本
件
土
地
に
つ
い
て
本
件
根
抵
当
権
の
実
行
と
し
て
競

売
の
申
立
を
し
、
昭
和
六
二
年
五
月
二
六
日
に
競
売
開
始
決
定
が
な
さ
れ
、
そ
の
決
定
正
本
が
Ａ
の
破
産
管
財
人
お
よ
び
Ｘ
に
送
達
さ
れ
た
。
平

成
二
年
三
月
三

一
日
に
Ｘ
は
、
本
件
連
帯
保
証
債
務
の
不
存
在
の
確
認
等
を
求
め
て
本
件
訴
訟
を
提
起
し
、
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
に
Ｙ
銀
行
は

本
件
訴
訟
に
お
い
て
、
本
件
貸
金
債
権
の
残
額
が
存
在
す
る
旨
の
主
張
を
記
載
し
た
準
備
書
面
を
原
審
裁
判
所
に
提
出
し
、
Ｘ
は
こ
れ
を
受
領
し

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の

一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
四
九



法
政
研
究
五
巻
三

・
四
号
含
一〇
〇
一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
五
〇

た
。
平
成
七
年

一
月
二
七
日
に
Ｘ
は
Ｙ
銀
行
に
対
し
、
本
件
根
抵
当
権
の
極
度
額
に
相
当
す
る

一
五
〇
〇
万
円
を
支
払

い
、
Ｙ
銀
行
は
競
売
の
申

立
を
取
り
下
げ
た
。
Ｘ
は
Ｙ
銀
行
の
競
売
申
立
取
り
下
げ
後
、
本
件
訴
訟
に
お
い
て
、
本
件
貸
金
債
権
に
つ
き
五
年
の
商
事
消
滅
時
効
を
援
用
し

れた
。原

審
は
、
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
の
申
立
は
、
被
担
保
債
権
に
つ
い
て
債
務
者
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
裁
判
上
の
催
告
に
当
た
る
と
し
て

時
効
の
中
断
を
認
め
た
。

【判
旨
】

一　
債
権
者
が
、
根
抵
当
権
の
極
度
額
を
超
え
る
金
額
の
被
担
保
債
権
を
請
求
債
権
と
し
て
当
該
根
抵
当
権
の
実
行
と
し
て
の
不
動
産
競
売
の
申

立
て
を
し
、
競
売
開
始
決
定
が
さ
れ
て
同
決
定
正
本
が
債
務
者
に
送
達
さ
れ
た
場
合
、
被
担
保
債
権
の
消
滅
時
効
中
断
の
効
力
は
、
当
該
極
度
額

の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ず
、
請
求
債
権
と
し
て
表
示
さ
れ
た
当
該
被
担
保
債
権
の
全
部
に
つ
い
て
生
じ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

一
一　
債
権
者
か
ら
物
上
保
証
人
に
対
す
る
根
抵
当
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
の
申
立
て
が
さ
れ
、
執
行
裁
判
所
が
、
競
売
開
始
決
定
を
し
た
上
、

同
決
定
正
本
を
．債

務
者
に
送
達
し
た
場
合
に
は
、
時
効
の
利
益
を
受
け
る
べ
き
債
務
者
に
差
押
え
の
通
知
が
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
民
法

一
五
五

条
に
よ
り
、
債
務
者
に
対
し
て
当
該
根
抵
当
権
の
実
行
に
係
る
被
担
保
債
権
に
つ
い
て
消
滅
時
効
の
中
断
の
効
力
を
生
ず
る

（最
判
昭
和
五
〇
年

一
一
月
二

一
日
民
集
二
九
巻

一
〇
号

一
五
三
七
頁
）。
し
か
し
、
債
権
者
が
根
抵
当
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
を
申
立
て
、
競
売
開
始
決
定
正
本

が
債
務
者
に
送
達
さ
れ
て
も
、
根
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
に
つ
い
て
催
告

（同
法

一
五
三
条
）
と
し
て
の
効
力
が
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す

べ
き
で
あ
る

（最
判
平
成
八
年
九
月
二
七
日
民
集
五
〇
巻
八
号
二
三
九
五
頁
）。
そ
し
て
、
物
上
保
証
人
に
対
す
る
不
動
産
競
売
に
お
い
て
、
債

務
者
に
対
す
る
同
法

一
五
五
条
に
よ
る
被
担
保
債
権
の
消
滅
時
効
中
断
の
効
力
が
生
じ
た
後
、
債
権
者
が
不
動
産
競
売
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
た

と
き
は
、
右
時
効
中
断
の
効
力
は
、
差
押
え
が
権
利
者
の
請
求
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
と
き

（同
法

一
五
四
条
）
に
準
じ
、
初
め
か
ら
生
じ
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。



（
二
）

競
売
の
取
り
下
げ
と
中
断
効
の
遡
及
的
消
滅

現
行
の
民
事
執
行
法
の
下
で
は
、
不
動
産
競
売
開
始
決
定
が
さ
れ
る
と
、
債
権
者
の
た
め
に
不
動
産
を
差
し
押
さ
え
る
旨
の
宣
告
が
為
さ
れ
、

債
務
者
に
送
達
さ
れ
る

（民
事
執
行
法

一
八
八
条
、
四
五
条

一
項
）。
こ
の
差
押
え
の
効
力
と
し
て
時
効
中
断
効
が
発
生
す
る

（民
法

一
四
七
条

」
畔
』
」
は
パ
献
」
ば
型
に
開

餓
蹄
騨

〓
ら

約
軋
勢
『
一
潮
け
一
』
“
い
脚
囃
婢
詢
日
け
れ
囃
“
舞
い
に
社
は
自
「
〕
削
「

一 消
一
障
膨
鑑
】
鳳
″
脚

襲
し
て
い
る
。
平
成

一
一
年
判
決
の
事
案
で
は
、
Ｙ
は
競
売
を
取
り
下
げ
る
必
要
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
意
思
で
取
り
下
げ
た

も
の

（で
％
る
か
ら
、
権
利
を
放
棄
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
、　
一
五
四
条
に
従
い
時
効
中
断
効
が
遡
及
消
滅
す
る
と
の
結
論
は
や
む
を
え
な
い
も
の

けれらっはｒ」漑「嘲れは一競設れ嘲崎層制用いゴ置」」は
（も貯鋤商時輸̈
秘晰郵潮劃Ｈつ嘲喘けЧ舞れにけれ時いけ牌告ヵ、』

し
て
の
効
果
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
、
平
成

一
一
年
判
決
も
こ
れ
を
踏
襲
し
た
。

で
は
、
競
売
の
取
り
下
げ
、
取
り
消
し
の
場
合
に
は
必
ず
時
効
中
断
効
は
遡
及
消
滅
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

廣
渡

・
銀
法
五
三
六
号
二
〇
頁
以
下
は
、
競
売
が
取
り
消
さ
れ
る
事
由
と
し
て
、
（
ｉ
）
開
始
決
定
に
対
す
る
執
行
異
議
、
（
五
）
執
行
停
止
書

面
の
提
出
に
よ
る
取
消
、
（
面
）
費
用
予
納
命
令
違
反
に
よ
る
取
消
、
（
市
）
不
動
産
の
滅
失
等
に
よ
る
競
売
取
消
、
（
↓

無
剰
余
取
消
を
挙
げ

¨
¨
¨
一
¨
一
」
一
¨
”

法 碍
（¨

¨
¨
』
［
一
¨
¨
¨
一
¨
善
¨
”
中
』
¨
一
中
¨
¨
¨
］
”
¨
［
］
』
い
¨
』
¨
¨
¨
一
¨
¨

と も
（一

¨
”
一
¨
軒

判
例
と
し
て
は
、
【下
ｌ
⑥
】
水
戸
地
裁
平
成
七
年
七
月

一
〇
日
判
決

（金
法

一
四
四
七
号
五
五
頁
）
が
、
根
抵
当
権
の
競
売
手
続
が
無
剰
余
で

取
り
消
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
「本
件
競
売
の
手
続
が
取
り
消
さ
れ
た
理
由
は
、
単
に
剰
余
を
生
ず
る
見
込
み
が
な
い
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差
押
債
権
者
と
し
て
は
民
事
執
行
法
六
三
条
二
項
の
申
出
及
び
保
証
の
提
供
を
し
て
ま
で
競
売
手
続
を
続
行
す
べ
き
義
務

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
五
一
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は
な
く
、
む
し
ろ
、
権
利
の
実
行
行
為
の
存
在
が
否
定
さ
れ
た
と
は
見
る
べ
き
で
な
い
」
と
し
て
、
民
法

一
五
四
条
の
適
用
を
否
定
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
判
例

ｏ
学
説
と
も
に
、
競
売
の
無
剰
余
取
消
の
場
合
に
、
民
法

一
五
四
条
を
適
用
し
て
競
売
の
時
効
中
断
効
を
遡
及
消
滅
さ

せ
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
る
。

で
は
、
競
売
に
先
立
っ
て
、
仮
差
押
え
が
先
行
し
て
い
る
場
合
に
は
、
無
剰
余
取
消
し
後
も
仮
差
押
え
に
よ
る
中
断
効
が
継
続
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
次
に
こ
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
。

（
三
）

仮
差
押
え
の
本
執
行
へ
の
移
行
と
そ
の
後
の
本
執
行
の
取
り
下
げ
、
取
り
消
し

平
成

一
一
年
判
決
の
事
案
で
仮
差
押
え
が
先
行
し
て
い
た
場
合
に
は
時
効
中
断
効
は
い
つ
ま
で
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ

う
に
平
成

一
〇
年
判
決
の
仮
差
押
え
が
す
べ
て
本
執
行
に
移
行
し
た
場
合
も
同
じ
問
題
が
生
じ
る
。

仮
差
押
え
の
後
、
不
動
産
担
保
競
売
な
ど
の
本
執
行
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
仮
差
押
え
の
効
力
は
本
執
行
に
移
行
し
、
本
執
行
が
そ
の
目
的

を
達
成
し
て
終
了
す
れ
ば
、
仮
差
押
え
の
効
力
も
と
も
に
消
滅
す
る
と
い
う
点
は
学
説
に
お
い
て
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
仮
差
押
え
が
本
執
行

に
移
行
し
た
後
に
、
本
執
行
が
取
消
し
も
し
く
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
場
合
の
仮
差
押
え
の
効
力
の
帰
趨
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

①
　
学
説

か
つ
て
は
、
仮
差
押
え
が
本
差
押
え
に
移
行
す
る
と
そ
の
効
力
は
移
行
時
に
将
来
に
向
か
っ
て
絶
対
的
に

回
御
耐
一
薇
け
一
榊
闘
獅
嘲
御
臨
時

通
説
で
あ

っ（濯
。
し
か
し
ヽ
最
近
で
は
、
仮
差
押
え
の
保
全
目
的
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
例
外
的

仮
差
押
え
の
効
力
は
本
執
行
へ
の
移
行
に
よ
り
独
自
の
地
位
を
失
う
が
、
潜
在
的
に
は
存
続
し
て
お
り
、
本
執
行
が
終
了
し
た
場
合
に
は
そ
の
ま

燎痢瑳制裁̈
同励熟疇溝嘲い）構韓御制御躊い一卸わ［̈
押［ない期痛け脚脚嘲（】燎場漏れは″脚織制」̈
同詢い脚櫛湖

な
ど
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。



②
　
判
例

大
審
院
時
代
の
判
決
と
し
て
、
仮
差
押
え
は
そ
の
後
の
本
差
押
え
に
移
行
し
、
本
差
押
え
の
取
り
消
し
ま
で
そ
の
時
効
中
断
効
は
継
続
す
る
と

判
示
し
て
い
る

【大
ｌ
①
】
判
決
が
あ
る
“

こ
れ
に
対
し
下
級
審
で
は
、
従
来
は
、
例
外
的
な
場
合
に
の
み
仮
差
押
え
の
効
力
が
復
活
す
る
と
の
立
場
が
有
力
で
あ
っ
た
。

【下
ｌ
⑦
】
大
阪
高
裁
昭
和
四
二
年
八
月
三
日
決
定

（高
民
集
二
〇
巻
四
号
三
三
七
頁
）

仮
差
押
え
の
後
、
本
執
行
に
移
行
し
た
が
、
競
売
が
無
剰
余
で
取
り
消
さ
れ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
本
執
行
を
開
始
し
仮
差
押
え
を
本
執

行
に
移
行
さ
せ
た
こ
と
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
原
因
と
す
る
本
執
行
の
終
了
の
場
合
に
は

「仮
差
押
執
行
の
本
執
行
へ
の
移
行
の
み
が
失
効
し
た

も
の
と
し
て
仮
差
押
手
続
上
の
裁
判
、
執
行
及
び
執
行
処
分
は
当
然
に
本
執
行
移
行
前
の
効
力
を
回
復
す
る
け
れ
ど
も
」
、
「本
執
行
を
開
始
し
仮

差
押
え
を
本
執
行
に
移
行
さ
せ
た
こ
と
が
違
法
で
あ
る
こ
と
以
外
の
原
因
に
よ
る
本
執
行
の
終
了
」
の
場
合
に
は
、
仮
差
押
え
は

「当
然
に
本
執

行
と
そ
の
存
続
の
運
命
を
と
も
に
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
本
執
行
の
失
効
後
に
仮
差
押
え
の
執
行
と
し
て
の
効
力
を
回
復
す
べ
き
道
理
は
な
い
」

と
し
て
、
職
権
を
も
つ
て
仮
差
押
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
を
命
じ（煙
。

こ
の
よ
う
に
仮
差
押
え
の
効
力
が
復
活
す
る
場
合
の
例
外
事
由
に
つ
い
て
は
か
な
り
厳
格
に
解
さ
れ
て
お
り
、
専
ら
本
執
行
へ
の
移
行
が
違
法

で
あ
る
こ
と
を
原
因
と
す
る
取
消
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
た
。

次
に
み
る
名
古
屋
高
裁
の
決
定
も
基
本
的
に
は
同
じ
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
例
外
事
由
に
つ
い
て
よ
り
柔
軟
な
判
断
を
し
て
い
る
点
が

注
目
さ
れ
る
。

【下
ｌ
③
】
名
古
屋
高
裁
昭
和
六

一
年

一
〇
月

一
三
日
決
定

（判
夕
六
三
七
号
二

一
九
頁
）

金
銭
債
権
保
全
の
た
め
仮
差
押
え
が
為
さ
れ
、
そ
の
後
、
執
行
証
書
に
よ
る
競
売
を
申
し
立
て
た
が
、
債
務
者
側
か
ら
一
時
競
売
申
立
て
を
取

り
下
げ
て
時
間
的
余
裕
を
与
え
て
欲
し
い
旨
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
競
売
を
取
り
下
げ
た
。
そ
の
後
、
再
度
競
売
の
申
立
て
を
し

た
が
無
剰
余
で
取
り
消
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
「本
執
行
が
元
来
開
始
続
行
す
べ
き
も
の
で
な
か
つ
た
と
し
て
取
り
消
さ
れ
た

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
五
三
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二
五
四

よ
う
な
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
本
件
の
よ
う
に
、
本
執
行
の
取
下
げ
が
、
請
求
権
の
満
足
が
得
ら
れ
た
か
ら
で
も
又
請
求
権
の
満
足
が
得
ら
れ
な
い

こ
と
が
見
込
ま
れ
た
か
ら
で
も
な
く
、
任
意
整
理
す
る
か
ら
し
ば
ら
く
本
執
行
を
猶
予
し
て
ほ
し
い
旨
の
債
務
者
の
希
望
を
容
れ
て
暫
定
的
に
な

さ
れ
た
よ
う
な
場
合
、
即
ち
仮
差
押
を
残
し
て
お
く
こ
と
が
明
ら
か
に
当
事
者
の
意
思
と
認
め
ら
れ
る
如
き
場
合
も
、
例
外
的
に
仮
差
押
執
行
の

効
力
が
復
活
な
い
し
顕
在
化
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
仮
差
押
登
記
に
つ
い
て
抹
消
に
つ
い

て
の
嘱
託
が
為
さ
れ
て
い
な
い
実
務
と
も
合
致
す
る
と
す
る
。

さ
ら
に
前
掲
の

【下
ｌ
⑤
】
決
定
は
事
情
変
更
に
よ
る
仮
差
押
命
令
の
取
消
を
問
題
と
す
る
前
提
と
し
て
、
当
然
に
、
本
執
行
移
行
後
も
仮
差

押
え
の
効
力
が
併
存
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

③
　
検
討

絶
対
的
消
滅
説
に
立
つ
な
ら
ば
、
仮
差
押
え
が
完
全
に
本
執
行
に
移
行
し
、
そ
の
時
点
で
仮
差
押
え
の
効
力
は
将
来
に
わ
た
っ
て
消
滅
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
、
本
執
行
が
取
り
下
げ
、
も
し
く
は
取
り
消
さ
れ
れ
ば
、
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
は
、
移
行
し
た
時
点
で
消
滅
す
る
こ

と
に
な（だ
。
あ
る
い
は
、
【大
ｌ
①
】
判
決
に
先
例
と
し
て
の
価
値
を
見
い
だ
す
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
、
本
執
行
の
取
り
消
し
後
も
仮
差
押
え

の
効
力
は
復
活
し
な
い
と
の
立
場
を
取

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
効
中
断
効
は
本
執
行
の
取
り
消
し
時
ま
で
継
続
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
可

（
３８
）

能

で
あ

る
。

こ
れ
に
対
し
、
本
執
行
が
取
り
消
し
、
取
り
下
げ
ら
れ
て
も
、
仮
差
押
え
の
効
力
が
復
活
す
る
と
の
立
場
に
立
て
ば
、
仮
差
押
え
の
執
行
保
全

の
効
力
は
い
ま
だ
消
滅
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
多
数
お
け
る
取
り
扱
い
も
、
本
執
行
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
執
行
裁
判

所
か
ら
仮
差
押
え
の
抹
消
登
記
の
嘱
託
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
執
行
が
何
ら
か
の
理
由
で
消
滅
し
た
と
し
て
も
仮
差
押
え
の

執
行
保
全
の
効
力
ま
で
は
消
滅
さ
せ
る
必
要
は
な
く
、
再
度
、
本
執
行
の
申
立
を
認
め
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
。
こ
の
よ
う
な
実
務
の
扱
い
、

並
び
に
学
説
、
下
級
審
判
例
の
傾
向
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
仮
差
押
え
の
後
、
本
執
行
が
後
続
し
た
場
合
に
は
、
本
執
行
に
お
い
て
債
権
者
が

配
当
を
得
る
な
ど
そ
の
目
的
を
達
し
て
終
了
し
た
場
合
以
外
は
、
仮
差
押
え
の
効
力
は
依
然
と
し
て
存
続
し
、
ゆ
え
に
時
効
の
中
断
効
も
継
続
す



（
４０
）

る
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

。

こ
の
問
題
に
対
す
る
最
高
裁
の
態
度
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
を
阻
止
す
る
手
段
を
専
ら
民
事
保
全
法
上
の

保
全
取
消
に
依
ら
し
む
る
平
成

一
〇
年
判
決
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
本
執
行
が
取
り
消
し
な
い
し
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
し
て
も

仮
差
押
え
の
効
力
は
消
滅
せ
ず
、
基
本
的
に
債
務
者
の
申
し
立
て
る
本
案
の
起
訴
命
令
、
事
情
変
更
に
よ
る
取
消
の
み
に
よ
つ
て
中
断
効
を
消
滅

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
、　
一
貫
し
た
処
理
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
最
高
裁
の
判
断
が
注
目
さ
れ
る
。

四
　
結
び
に
か
え
て

以
上
の
検
討
か
ら
、
仮
差
押
え
に
は
非
常
に
強
力
な
時
効
中
断
効
が
判
例
法
上
認
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。
実
務
で
は
、
仮
差
押
え
が
時
効
中
断

の
手
段
と
し
て
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
今
後
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
債
務
者
側
の
対
抗
手
段
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
た
、
本
案
の
起
訴
命
令
、
事
情
変
更
に
よ
る
取
消
が
、
有
効
に
機
能
す
る
か
ど
う
か
に
今
後
は
問
題
の
焦
点
が
移
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ

ｎヽ′。
追
記本

稿
は
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
の
神
戸
大
学
民
法
判
例
研
究
会
で
の
報
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
の
席
上
で
は
諸
先
生
方
よ
り
多
く
の

ご
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
に
代
え
た
い
。

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の

一
考
察

三
五
五
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（１
）
宮
崎
孝
治
郎

「判
批
」
判
民
昭
和
三
年
度
二
八
二
頁
。

（２
）
川
島
武
宜

『民
法
総
則
』
（有
斐
閣
、　
一
九
六
五
）
四
九
九
頁
、
川
島
武
宜
編

『注
釈
民
法

（五
と

（有
斐
閣
、　
一
九
六
七
）

一
一
七
頁

（川
井
健
執
筆
）。

（３
）
福
井
地
裁
昭
和
四
四
年
五
月
二
六
日
判
決

（下
民
集
二
〇
巻
五
＝
六
号
三
八
九
頁
）。

（４
）
松
久
三
四
彦

「判
批
」
判
評
三
〇
九
号
三
三
頁
。

（５
）
刀
根
住
夫

「仮
差
押
、
仮
処
分
に
よ
る
時
効
中
断
」
姫
路
法
学
二
号

一
六
九
頁
以
下
、
岡
本
担

「仮
差
押
に
よ
る
時
効
中
断
の
効
力
が
喪
失
す
る
時
期
」

手
研
四
人
九
号
四
頁
以
下
、
栗
田
隆

「判
批
」
判
評
四
四

一
号
六
四
頁
、
山
本
克
己

「判
批
」
金
法

一
三
九
六
号

（金
融
判
例
研
究
四
号
）
三
二
頁
、
松
岡

久
和

「判
批
」
金
法

一
四
二
人
号
二
五
頁
、
野
村
秀
敏

「仮
差
押
え
に
よ
る
時
効
中
断
の
時
期

（
一
～
四

・
完
ご

判
時

一
五
六
六
号

一
〇
頁
～

一
五
七

一

号
三
頁
。

（６
）
東
京
高
裁
平
成
六
年
四
月
二
八
日
判
決

（判
時

一
四
九
八
号
八
六
頁
）。

（
７
）
京
都
地
裁
平
成
六
年

一
月

一
三
日
判
決

（判
時

一
五
三
五
号

一
二
四
頁
）、
本
件
原
審
大
阪
高
裁
平
成
七
年
二
月
二
八
日
判
決

（金
法

一
四

一
九
号
三
七

頁
）、
東
京
高
裁
平
成
九
年

一
〇
月
二
九
日
判
決

（金
判

一
〇
三
三
号
二
七
頁
）。

（８
）
本
件
原
審
、
新
潟
地
裁
平
成
九
年
三
月

一
七
日
判
決

（金
判

一
〇
三
三
号
三
〇
頁
）。

（９
）
本
判
決
に
対
す
る
評
釈
と
し
て
は
、
小
野
憲

一
「時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ

一
一
五

一
号

一
一
七
頁
、
村
田
利
喜
弥

「本
件
判
批
」
銀
法
五
六
〇
号
六
〇
頁
、

吉
田
光
碩

「本
件
判
批
」
銀
法
五
六

一
号

一
〇
頁
、
並
木
茂

「本
件
判
批
」
金
法

一
五
五

一
号

一
六
頁
、
中
田
裕
康

「本
件
判
批
」
平
成

一
〇
年
度
重
判
六

一
頁
、
坂
田
宏

「本
件
判
批
」
法
教
三
二
六
号

一
二
六
頁
、
石
川
明

「本
件
判
批
」
判
評
四
八
六
号
二
五
頁
、
中
舎
寛
樹

「本
件
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー

ク
ス

一
九
号

一
八
頁
、
円
谷
峻

「本
件
判
批
」
判
夕

一
〇
〇
二
号
五
〇
頁
、
金
山
直
樹

「民
法

一
五
四
条
を
め
ぐ
る
解
釈
上
の
諸
問
題
」
銀
法
五
六
五
号

一

二
頁
、
片
岡
宏

一
郎

「本
件
判
批
」
判
夕

一
〇
〇
四
号
八
〇
頁
、
能
見
善
久

「本
件
判
批
」
金
法

一
五
五
六
号

（金
融
判
例
研
究
九
号
）
二
六
頁
、
瀧
浪
武

「本
件
判
批
」
銀
法
五
六
九
号
五
八
頁
、
開
山
憲

一
「消
滅
時
効
の
中
断
効
に
関
す
る
判
例
の
動
向
」
民
事
法
情
報

一
六

一
号

一
〇

一
頁
、
松
久
三
四
彦

「本
件
判
批
」
法
教
二
三
四
号
判
例
セ
レ
ク
ト

一
四
頁
、
塩
崎
勤

「本
件
判
批
」
金
法

一
五
八

一
号

一
七
四
頁
が
あ
る
。

（
１０
）
そ
の
後
、
平
成
五
年
九
月
三
〇
日
に
Ａ
が
死
亡
し
、
相
続
に
よ
り
Ｙ
が
本
件
貸
金
債
権
を
承
継
し
た
。

（
１１
）
上
告
理
由
に
よ
る
と
、
甲
、
乙
不
動
産
に
つ
い
て
買
受
人
が
現
れ
ず
、
結
局
Ａ
自
ら
が
買
い
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。

（
・２
）
上
告
理
由
に
よ
る
と
、
丙
不
動
産
は
保
安
林
で
評
価
が
低
く
、
丁
、
戊
各
不
動
産
は
Ｘ
の
持
分
が
三
分
の
一
で
あ
り
、
し
か
も
本
件
仮
差
押
前
に
、
他
の



債
権
者
が
す
で
に
抵
当
権
を
設
定
し
て
お
り
、
競
売
し
て
も
無
剰
余
取
消
に
な
る
状
態
で
あ
っ
た
。

（
・３
）
吉
田

。
前
掲

一
二
頁
。

（
‐４
）
小
野
憲

一
。
前
掲

一
一
九
頁
、
円
谷

。
前
掲
五
二
頁
、
片
岡

。
前
掲
八
五
頁
。

（
・５
）
小
野
憲

一
。
前
掲

一
一
九
頁
、
並
木

。
前
掲
二
八
頁
、
能
見

。
前
掲
二
九
頁
。

（
‐６
）
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
山
本

・
前
掲
三
四
頁
以
下
、
野
村

。
前
掲
判
時

一
五
六
六
号

一
〇
頁
～

一
五
七

一
号
三
頁
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

（
・７
）
竹
下
守
夫
ほ
か
編

『民
事
保
全
法
』
（有
斐
閣
、　
一
九
九
七
）
二
八
六
頁

（塚
原
朋

一
執
筆
）。

（
‐８
）
学
説
も
、
差
押
え
の
効
力
発
生
時
期
と
時
効
中
断
の
効
力
発
生
時
期
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
も
し
、
時
効
中
断
の
効

力
発
生
時
期
を
申
し
立
て
後
の
決
定

・
命
令
時
だ
と
解
す
る
と
、
執
行
申
立
以
後
の
手
続
は
執
行
裁
判
所
の
職
権
で
進
め
ら
れ
、
裁
判
所
の
手
続
の
進
め
方

如
何
で
は
時
効
が
完
成
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
し
て
、
権
利
者
と
し
て
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
こ
の
判
例
を
支
持
す
る

（我
妻

栄

『新
訂
民
法
総
則
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
六
五
）
四
六
八
頁
、
川
島

・
前
掲
四
九
七
頁
、
石
田
穣

『民
法
総
則
』
（悠
々
社
、　
一
九
九
二
）
五
七
九
頁
、
廣

渡
鉄

「不
動
産
の
仮
差
押
え
、
競
売
の
取
消
と
時
効
中
断
効
」
銀
法
五
三
六
号

一
九
頁
以
下
、
伊
藤
進

「抵
当
不
動
産
に
対
す
る
競
売
申
立
と
確
定
的
時
効

中
断
効
」
『現
代
民
法
学
の
諸
問
題
』
玉
田
弘
毅
古
稀

（信
山
社
、　
一
九
九
八
）
三
二
頁
）。
た
だ
し
、
物
上
保
証
人
の
不
動
産
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
の
実

行
と
し
て
の
競
売
の
申
立
て
の
場
合
に
は
、
民
法

一
五
五
条
に
従
い
、
債
務
者
に
競
売
開
始
決
定
の
正
本
が
到
達
し
た
と
き
に
時
効
が
中
断
す
る
と
さ
れ
て

い
る

（最
高
裁
平
成
七
年
九
月
五
日
判
決
民
集
四
九
巻
八
号
二
七
八
四
頁
、
最
高
裁
平
成
八
年
七
月

一
二
日
判
決
民
集
五
〇
巻
七
号

一
九
〇

一
頁
）。

（
・９
）
同
旨
の
判
決
と
し
て
、
大
阪
地
裁
昭
和
四
二
年
二
月

一
四
日
判
決

（判
時
四
九
八
号
四
六
頁
）
が
あ
る
。

（
２０
）
石
田
穣

。
前
掲
五
七
九
頁
、
篠
原
弘
志

「各
種
時
効
の
中
断
事
由
と
中
断
の
効
力
の
発
生
お
よ
び
消
滅
の
時
期
」
手
研
四
七
五
号

一
二
八
頁
、
野
村
重
信

「競
売
申
立
に
よ
る
時
効
中
断
効
の
発
生
」
手
研
四
七
五
号

一
九
三
頁
、
山
本

。
前
掲
三
六
頁
、
野
村

・
前
掲
判
時

一
五
六
九
号

一
〇
頁
、
廣
渡
鉄

「
不
動

産
の
仮
差
押
え
、
差
押
え
と
時
効
中
断
効
」
金
法

一
三
七
六
号
二

一
頁
。

（
２‐
）
前
掲

『民
事
保
全
法
』
二
三
六
頁
以
下

（松
本
博
之
執
筆
）、
竹
下
守
夫
ほ
か
編

『注
解
民
事
保
全
法

（上
巻
と

（青
林
書
院
、　
一
九
九
六
）
四
二
四
頁

以
下

（上
田
徹

一
郎
執
筆
）、
『注
釈
民
事
保
全
法

【上
】
』
（き
ん
ざ
い
、　
一
九
九
九
）
四
九
七
頁

（原
田
晃
治
執
筆
）。

（
２２
）
前
掲

『民
事
保
全
法
』
二
三
八
頁

（松
本
博
之
執
筆
）。

（
２３
）
前
掲

『民
事
保
全
法
』
二
四
五
頁

（松
本
博
之
執
筆
）、
前
掲

『注
解
民
事
保
全
法
』
四
四
二
頁
以
下

（上
田
徹

一
郎
執
筆
）、
前
掲

『注
釈
民
事
保
全
法

【上
】
』
五
三
〇
頁
以
下

（原
田
保
孝
執
筆
）。

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
五
七



法
政
研
究
五
巻
三

・
四
号

含
一〇
〇

一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
五
八

（
２４
）
吉
川
大
二
郎

『保
全
処
分
の
研
究
　
第
七
版
』
（弘
文
堂
、　
一
九
五
四
）
三
四
八
頁
、
西
山
俊
彦

『保
全
処
分
概
論
』
貧

粒
社
、　
一
九
七
二
）
二
〇
六
頁
、

前
掲

『注
解
民
事
保
全
法

（上
巻
こ

四
五
五
頁

（上
田
徹

一
郎
執
筆
）、
前
掲

『民
事
保
全
法
』
二
四
六
頁
以
下

（松
本
博
之
執
筆
）
、
瀬
木
比
呂
志

「
民

事
保
全
法

（
一
八
ご

判
夕

一
〇
三
七
号
七
五
頁
。

（
２５
）
富
越
和
厚

「仮
差
押
か
ら
本
執
行
へ
の
移
行
」
『不
動
産
登
記
講
座
　
Ⅳ
　
各
論

（
二
と

（日
本
評
論
社
、　
一
九
七
九
）

一
二
八
頁
、
小
川
英
明

「保
全

処
分
か
ら
本
執
行
へ
の
移
行
」
『新

。
実
務
民
事
訴
訟
法
講
座
　
一
四
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
八
二
）

一
八
〇
頁
以
下
。
こ
の
説
は
、
本
執
行

へ
の
移
行
後

も
、
被
保
全
債
権
の
満
足
と
い
う
保
全
処
分
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、
仮
差
押
え
の
効
力
は
存
続
す
る
と
の
立
場
を
前
提
に
し
て
い
る
。

（
２６
）
中
田

。
前
掲
六
二
頁
も
、
こ
の
場
合
に
民
法

一
五
四
条
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
。

（
２７
）
本
判
決
に
は
、
根
抵
当
権
の
実
行
の
際
、
競
売
の
時
効
中
断
効
の
範
囲
は
極
度
額
に
限
定
さ
れ
る
か
、
競
売
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
裁
判
上
の
催

告
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
か
な
ど
の
問
題
が
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
、
主
に
仮
差
押
え
と
競
売
手
続
の
関
係
に
検
討
の
範
囲
を
限
定
す
る
た
め
、
こ
れ
ら

の
問
題
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
評
釈
を
参
照
さ
れ
た
い
。
小
沢
征
行

「実
務
の
羅
針
盤
」
金
法

一
五
六
九
号
四
頁
、
開
山

。
前
掲

一
〇

一
頁
、
菅
原
胞
治

「本
件
判
批
」
銀
法
五
七
七
号
五
四
頁
、
生
熊
長
幸

「本
件
判
批
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
一
号

一
〇
頁
、
小
野
秀
誠

「本
件
判
批
」
金
判

一
〇
九
九
号

五
三
頁
、
松
久
三
四
彦

「本
件
判
批
」
金
法

一
五
八
八
号

（金
融
判
例
研
究

一
〇
号
）
二

一
頁
、
片
岡
宏

一
郎

「本
件
判
批
」
判
夕

一
〇
三
七
号
六
五
頁
。

（
２８
）
大
審
院
昭
和

一
七
年
六
月
二
三
日
判
決

（民
集
二

一
巻

一
三
号
七

一
六
頁
）。

（
２９
）
菅
原

。
前
掲
五
六
頁
。

（
３０
）
学
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
田
裕
康

「判
批
」
民
商

一
一
六
巻
四

・
五
号
七
五
〇
頁
参
照
。
峯
崎
二
郎

「競
売
が
無
剰
余
を
理
由
に
取
り
消
さ
れ
た
と

き
の
時
効
中
断
の
効
力
の
帰
趨
」
金
法

一
一
二
九
号
二
八
頁
、
秦
光
昭

「
い
わ
ゆ
る
裁
判
上
の
催
告
の
意
義
お
よ
び
効
果
」
手
研
四
七
五
号

一
四

一
頁
、
櫻

井
英
喜

「差
押
え
を
取
り
下
げ
た
場
合
の
時
効
中
断
効
の
帰
趨
」
金
法

一
三
九
八
号
五
八
頁
も
同
旨
。

（
３．
）
廣
渡

。
前
掲

一
六
頁
。

（
３２
）
峯
崎

。
前
掲
二
八
頁
、
上
野
隆
司

「不
動
産
競
売
手
続
に
お
け
る
時
効
中
断
効
」
『債
権
回
収
の
法
務
と
問
題
点
』
鈴
木
正
和
古
稀

（経
済
法
令
、　
一
九

八
九
）
三
二
七
頁
、
吉
岡
伸

一
「差
押
え

・
仮
差
押
え
と
時
効
中
断
」
金
法

一
三
九
八
号
八
五
頁
、
「∧
座
談
会
∨
不
動
産
競
売
と
時
効
管
理
を
め
ぐ
る
実

務
上
の
留
意
点
」
金
法

一
四
六
九
号
三
四
頁
、
廣
渡

。
前
掲

一
六
頁
、
藤
原
総

一
郎

「不
動
産
競
売
と
時
効
中
断
」
自
正
四
人
巻
七
号

一
一
九
頁
、
伊
藤
進

・

前
掲
玉
田
古
稀
四
〇
頁
以
下
、
並
木

。
前
掲
二
八
頁
、
片
岡

。
前
掲
判
夕

一
〇
〇
四
号
八
六
頁
。
こ
の
問
題
に
つ
き

「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
民
事
執
行
手
続
と

消
滅
時
効
中
断
効
」
金
融
法
研
究

一
五
号

一
八
頁

（伊
藤
員
報
告
）
は
、
こ
の
結
論
は
、
無
剰
余
取
消
し
は
申
立
人
自
身
の
権
利
に
つ
い
て
そ
の
強
制
的
実



現
資
格
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
と
す
る
。

（
３３
）
吉
川

。
前
掲

一
〇

一
頁
以
下
、
三
ケ
月
章

「仮
差
押
の
効
力
」
『保
全
処
分
の
体
系
［下
巻
置

（法
律
文
化
社
、　
一
九
六
六
）
五
二
〇
頁
、
西
山

。
前
掲
二

七
七
頁
な
ど
。

（
３４
）
山
内
敏
彦

「保
全
執
行
の
終
了
」
『保
全
処
分
の
体
系
［上
巻
置

（法
律
文
化
社
、　
一
九
六
九
）
四
八
三
頁
、
前
掲

『注
解
民
事
保
全
法

（
下
巻
と

一二
七

頁

（杉
山
正
巳
執
筆
）
、
丹
野
達

「仮
差
押
え
と
登
記
」
鎌
田
薫
ほ
か
編

『新
不
動
産
登
記
講
座

。
第
六
巻
　
各
論
Ⅲ
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
九
）
五
七

頁
。

（
３５
）
富
越

。
前
掲

一
二
七
頁
以
下
、
小
川

。
前
掲

一
人
四
頁
以
下
、
村
上
博
巳

「民
事
保
全
と
民
事
執
行

・
滞
納
処
分
」
中
野
貞

一
郎
ほ
か
編

『
民
事
保
全
講

座
　
第

一
巻
』
（法
律
文
化
社
、　
一
九
九
六
）
四
二
〇
頁
、
前
掲

『民
事
保
全
法
』
三
〇
六
頁
以
下

（塚
原
朋

一
執
筆
）。

（
３６
）
他
に
同
旨
の
下
級
審
判
決
と
し
て
、
東
京
高
裁
昭
和
四
八
年
三
月

一
四
日
判
決

（判
夕
二
九
七
号
二
三
三
頁
）、
東
京
高
裁
昭
和
五
六
年
五
月
二
八
日
判

決

（判
夕
四
五
〇
号
九
九
頁
）
が
あ
る
。

（
３７
）
吉
川

・
ュ削
掲

一
〇
三
頁
。

（
３８
）
配
当
要
求
の
時
効
中
断
効
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
競
売
が
取
り
消
さ
れ
た
と
し
て
も
遡
及
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
、
競
売
取
消
の
時
点
で
終
了
す
る

（最

高
裁
平
成

一
一
年
四
月
二
七
日
判
決
民
集
五
三
巻
四
号
八
四
〇
頁
）。

（
３９
）
法
曹
会
決
議
昭
和
三
四
年

一
月
二
八
日

（曹
時

一
一
巻
二
号
三
四
〇
頁
）、
富
越

。
前
掲

一
三
四
頁
注
四
六
参
照
。
片
岡

。
前
掲
判
夕

一
〇
〇
四
号
八
六

頁
は
、
こ
の
よ
う
な
実
務
の
取
り
扱
い
に
対
し
て
疑
間
を
呈
す
る
。

（
４０
）
吉
岡

。
前
掲
八
六
頁
。
片
岡

。
前
掲
判
夕

一
〇
〇
四
号
八
六
頁
は
、
本
執
行
が
無
剰
余
取
り
消
し
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
時
効
中
断
効
は
遡
及
消
滅
せ
ず
、

そ
れ
と
の
均
衡
か
ら
、
本
執
行
が
取
り
消
さ
れ
て
も
仮
差
押
え
の
効
力
が
復
活
あ
る
い
は
存
続
す
る
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
こ
ま
で
し
て
仮
差
押
え

の
時
効
中
断
効
を
継
続
さ
せ
仮
差
押
債
権
者
を
保
護
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。

仮
差
押
え
の
時
効
中
断
効
と
不
動
産
競
売
手
続
の
関
係
に
つ
い
て
の
一
考
察

三
五
九


